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大宮町の人口 R8.4月末 (前月比)

合 計 9,531人（ -21 ）市HP内掲載記事へ

※第67号より合計のみに変更しました

大宮庁舎内各部署の配置について
庁舎改修工事の完了に伴い、大宮庁舎には次の部署が入りました。
4階 教育委員会事務局
3階 建設部（網野庁舎より移転）

京都府税機構、海の京都DMO
2階 大宮市民局、京丹後市社会福祉協議会大宮支所

上下水道部（丹後庁舎より移転）

夜間・休日の戸籍受付などを
峰山・網野・久美浜庁舎に集約します
令和8年7月1日(水)より、夜間・休日に行っていた戸籍の届出の受

付などを峰山・網野・久美浜の3庁舎に集約します。

集約するおもな受付業務
・夜間・休日の死亡届、婚姻届、出生届など戸籍の届出
・事前予約された方への住民票の写し・印鑑登録証明書・税務証明
書などの時間外交付(平日の午後4時30分～午後7時まで) など

社会体育施設のカギ、ナイターコイン
などの貸出方法が変わります(7/1～)
令和8年7月1日(水)より、夜間・休日に行っていた社会体育施設の

カギ、ナイターコインの貸出方法が変わります。

【大宮自然公園・大宮南小学校のナイターコイン】
アグリセンター大宮の開館時間(8:30～17:15)に事務室まで取りに
来てください。
【大宮中学校のカギ】
体育館入口、グラウンドナイター照明、ピロティ照明・トイレのカ
ギは、体育館設置の「鍵ＢＯＸ」による貸出に変わります。
【大宮自然運動公園のカギ】
ナイター照明、テニスコート入口などのカギは、もくせい館設置の
「鍵ＢＯＸ」による貸出に変わります。



岩屋寺は、神亀3年(西暦726年)僧行基により開創された真言宗の

古刹です。当初は現在地より南方約1キロメートルの山中(奥の院)
にありましたが、江戸時代に現在地へ移されたと伝えられています。
4月26日(日)午前10時から岩屋寺(谷内)にて、開創1300年記念法要
が行われ、あわせて秘仏となっているご本尊大聖不動明王立像の御
開帳が行われました。 ※次のご開帳は50年後です。

岩屋寺開創1300年記念法要

開創1300年記念法要のようす(4月26日) 岩屋寺山門（江戸時代後期の建物）

岩屋寺奥の院 山門跡と伝える場所 岩屋寺奥の院 白糸の滝（降竜の滝）

影向の滝（昇竜の滝）と不動明王の種字が刻まれた岩（左）、永浜宇平奉納の不動明王像（右）



今回の現地見学会は、大谷地区の現地を歩くものとして行われまし
た。約20人の参加者は、河辺区民センターに集合後、現地へ移動し、
かつて大谷に住んでおられた方の説明を聞きながら、庚申塔、大谷の
滝、山伏堂、現在の不動堂、「大谷離村跡」碑などをまわりました。

「大谷集落跡」現地見学会

山伏堂 大谷での生活についてお話をお聞きする

庚申塔 大谷の滝

「大谷離村跡」碑

4月25日(土)午前9時30分～

河辺区主催で開催されました。

大谷は、三八豪雪の後、昭和40
年(1965)に全戸離村した河辺の
枝村です。大谷地区に伝わって
いた不動尊講関係資料と高札は、
令和7年3月26日に「河辺村の歴
史遺産ｰ大谷地区関係資料ｰ」と
して京丹後市市民遺産に認定さ
れています。



編集後記 大宮庁舎に建設部と上下水道部が入り、職員、公用車が増えました。来庁者のみなさまにご不便を
おかけしないように駐車場の確保を行っていますが、庁舎やアグリセンター大宮での会議などが重なると駐車
場が不足する場合があるかもしれません。乗り合わせてお越しいただくなどのご協力をお願いできるとありが
たいです。また引き続き、開庁時間を試行的に変更しています。ご来庁の際にはご注意いただきますようお願
い申し上げます。市民局では、「おおみやトピックス」の紙面上に、できるだけ地域のようすをご紹介できれ
ばと考えています。情報がございましたら 大宮市民局 ☎69‐0712 までご連絡ください（S）。

口大野区長が決定しました。5月1日よりお世話になっています。
口大野区長 小池 孝史（敬称略）

「誰でも使える」
京丹後市総合防災アプリ

市では、市民のみなさまが災害時に迅速かつ適切
な避難行動をとれるよう、公式防災アプリ「京丹後
市総合防災アプリ」の配信を開始しました。平常時
の備えから災害時まで、役立つ機能が
満載です。
ぜひダウンロードしてご活用ください。

←アプリの画面イメージ

詳しい内容やダウンロードは市HP→

5月12日は「民生委員・児童委員の日」
5月12日(火)～18日(月)は活動強化週間

民生委員・児童委員は、「民生委員法」と「児童福祉法」という法

律により厚生労働大臣に委嘱され、地域の皆様に寄り添い、福祉・児
童に関するさまざまな活動を行っています。
この制度は、大正6年(1917)5月12日に岡山県で公布された「済世顧
問設置規定」がはじまりとされており、この日を「民生委員・児童委
員の日」と定めています。
翌大正7年には、大阪府で「方面委員」が設置され、その後、方面

委員は昭和11年（1936）に法制化し、全国に広がりました。

戦後、昭和21年には方面委員から民生委員へと名称

がかわり、翌22年の児童福祉法施行により民生委員が
児童委員を兼任することとなりました。そして、平成
6年(1994)の主任児童委員制度の制定、平成12年の民
生委員法改正により現在に至っています。
民生・児童委員制度の歴史は、全国民生委員児童委員連合会HPをご覧ください→

令和８年度大宮町内区長名簿(更新)


